
一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１６７条の６及び半田市財務規則（昭和４６年半田市規則第１１号）第１５５条の

規定に基づき下記のとおり公告します。 

 

 令和７年１２月２６日 

 

半田市長  久 世 孝 宏    

 

記 

１．入札物件一覧表 

 

(1) 特記事項 

○ 土地の引渡しは、存置物を有する物件もありますが、現状有姿になります。 

○ 区画番号１の雨水側溝は、現在、排水先として使用されていますが、令和８年１

月末日までに切り替え工事を完了させ排水されなくなります。 

○ （※）は、既存宅地（愛知県開発審査会基準第１７号の許可対象）の土地です。 

○ 用途地域や立地状況等により、建築物の用途制限や建築に係る各種制限や規制が

かかる場合がありますので、事前にご確認ください。 

○ 入札参加に際しては、事前に現地にて売払土地の状況を必ずご確認ください。 

○ 土地の取得に伴う費用として、売買代金の他に次の費用が別途必要となります。 

・不動産取得税 

・印紙税（売買契約書に貼付する収入印紙） 

・登録免許税及び司法書士報酬（所有権移転登記時） 

○ その他の特記事項については、添付の物件概要をご覧ください。 

区画 

番号 

所在地番 

（半田市） 

登記 

地目 

売払地積 

（㎡） 

最低売却価格

（円） 
用途地域等 

１ 

新野町一丁目８番１（※） 宅地 

4,755.70 153,607,400 市街化調整区域 新野町一丁目８番２（※） 宅地 

君ヶ橋町三丁目８４番 雑種地 

２ 
新野町一丁目１１番１（※） 宅地 

4,034.33 134,795,800 市街化調整区域 
君ヶ橋町三丁目８２番 雑種地 
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２．用途等の制限 

落札者は、土地売買契約締結の日から１０年間、売買物件を次に定める用途に供

し、又はこれらの用途に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は

第三者に貸してはなりません。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害する

おそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これら

に類するもの 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊

営業又は同条１１項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業 

 

３．入札参加者の資格 

次のいずれかに該当する者を除くほか、個人又は法人とし、売買代金が支払い可能

で土地利用条件等の契約上の特約を遵守できる方は申込が可能です。 

 また、土地を共有することを目的として、複数の者が共有で参加することも可能で

す。 

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ていない者 

(2) 半田市指名審査等事務取扱要綱による指名停止を受けている者 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者 

(4) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項の規定により公

有財産を譲り受けることができないとされた本市の職員 

(5) 次に掲げる税を滞納している者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）  

第１５条に基づき徴収の猶予を受けているとき、または、国税通則法（昭和３

７年法律第６６号）第４６条に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納し

ていないものとみなす。） 

ア 直近３年度の国税（法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税を

いう。） 

イ 直近３年度の半田市税（半田市内に住所を有する個人又は半田市に納税義

務を有する法人が入札参加申込をする場合に限る。） 
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(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号及び第６号による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質

的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者 

 

４．物件の引き渡し及び事前説明 

物件の引渡しは現状のまま行います。 

現地説明会は実施いたしませんので、入札の執行に先立ち、物件概要を熟読し、現

地において現況等（現地確認は１(1)の特記事項を参照してください。）を十分に確認

し、関係公簿等を閲覧のうえ、入札してください。 

 その際には地域住民の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。 

 

５．入札参加申込 

 この入札に参加するには、「入札実施要領」、「入札関係書類」（以下「入札実施要領

等」という。）の入手及び事前の入札参加申込が必要となります。 

(1) 入札実施要領等の配布 

① 配布期間 

令和７年１２月２６日（金）～令和８年１月３０日（金） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

いずれの日も午前８時３０分～午後５時１５分（水曜日のみ午後７時１５分）

とします。 

② 配布場所 

半田市役所 総務部 財政課（３階） 

半田市東洋町二丁目１番地 

(2) 入札参加申込の概要 

① 受付期間 

令和８年１月１３日（火）～令和８年１月３０日（金） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

いずれの日も午前８時３０分～午後５時００分とします。 

② 受付場所 

半田市役所 総務部 財政課（３階） 

半田市東洋町二丁目１番地 
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③ 申込方法 

「④申込に必要な書類」の一式を受付期間内に半田市役所総務部財政課に持参

してください。 

④ 申込に必要な書類 

申込に必要な書類のうち指定様式によるものは、本要領に添付しているほか、

半田市のホームページからもダウンロードできます。 

ア 市有土地売払一般競争入札参加申込書〔様式第１〕 

イ 委任状（代理人により入札する場合に限ります。）〔様式第２〕 

ウ 誓約書〔様式第３〕 

エ 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書 

     ・共同参加者の場合は申込人全員分 

     ・法人の場合は履歴事項全部証明書又は法人登記簿謄本 

オ 納税証明書（直近の３年度分） 

a) 個人の場合 

区  分 必要な証明書 証明書の取得先 部数 

半田市内に住所を有する場合 
納税証明書その 3 の 2 半田税務署 1 部 

市税完納証明書 半田市役所収納課 1 部 

半田市外に住所を有する場合 納税証明書その 3 の 2 管轄税務署 1 部 

b) 法人の場合 

区  分 必要な証明書 証明書の取得先 部数 

半田市内に住所を有する場合 
納税証明書その 3 の 3 半田税務署 1 部 

市税完納証明書 半田市役所収納課 1 部 

半田市外に住所を有する場合 納税証明書その 3 の 3 管轄税務署 1 部 

(3) 市有土地売払一般競争入札参加申込受付証等の交付 

入札参加申込等の審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合は、後

日、「市有土地売払一般競争入札参加申込受付証〔様式第４〕」、「入札書〔様式第

５〕」を交付します。 

(4) 入札参加申込の留意事項 

① 入札参加申込の受付方法は(2)、②の受付場所で必要書類を提出する方法のみ
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とします。郵送や電話、FAX、インターネットなどでの申込はできませんの

で、必要書類をご準備の上、受付期間内に申込してください。 

② 代理人が入札参加申込する場合は、委任状を必ず提出してください。 

 

６．入札保証金 

(1) 金額 

入札金額の５％に相当する金額以上の金額とします。 

(2) 納付方法 

入札当日の受付時に、入札会場で納付していただきます。 

入札保証金は現金ではなく、金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

で、支払地が愛知県内にあり、振出日から１０日以内のものに限ります。 

(3) 入札保証金の還付 

入札保証金は、落札者以外の方には、開札終了後、その場でお返しいたします。 

落札者の入札保証金は、土地売買契約後に還付します。なお、入札保証金には利

子を付しません。 

(4) 入札保証金の帰属 

落札者が、正当な理由なく落札日から３０日以内に売買契約を締結しない場合に

は、その落札は無効となり、納付された入札保証金は半田市に帰属するため、落札

者に還付しません。 

 

７．入札 

(1) 日時 

受付時間 令和８年２月１３日（金）午前１０時００分～ 

開始時間 令和８年２月１３日（金）午前１０時３０分～ 

入札開始時間までに受付と入札保証金の納付を済ませていただかないと、入札に

参加することができません。お早めにご来場ください。 

入札開始時間になりますと、入札会場を閉鎖します。遅れて来られた方は、入札

に参加することができませんので、ご注意ください。 

なお、入札書〔様式第５〕は、入札参加申込後に交付します。 

 

-5-



(2) 場所 

半田市役所 会議室４０２（４階） 

入札開始時間は、受付等の諸事情により遅れることもありますが、指定時間まで

に必ずご来場ください。遅刻の場合は入札に参加できません。 

(3) 入札参加に必要なもの 

① 市有土地売払一般競争入札参加申込受付証〔様式第４〕 

入札参加申込後に交付したもの 

② 入札保証金 

③ 入札書〔様式第５〕 

④ 印鑑 

実印（印鑑登録された印）、代表者印、共有の場合は構成者全員の実印が必要

です。なお、代理人により入札する場合は、代理人の印鑑も必要です。 

⑤ 筆記用具 

黒色のボールペン又は万年筆  

(4) 入札の留意事項 

① 入札会場には、受付で手続きを行い、入札保証金を納入した者以外は入場でき

ません。ただし、希望者がいた場合、傍聴席を設けての入札参加者以外の方の

傍聴も可能としますが、入札を妨害する行為等をした場合は、会場から退場し

ていただきます。 

② 代理人が入札する場合は、代理人の印鑑も必ず押印してください。 

③ 入札者は他の入札者の代理人にはなれません。また、１人が複数の入札者を代

理することはできません。 

④ 入札書には、入札金額及び指定事項を記入し、記名押印してください。 

金額の記入には、算用数字（０、１、２、３、・・・）の字体を使用し、最初

の数字の前に「金」または「￥」をつけてください。 

⑤ 入札済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をする

ことはできません。 
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(5) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

① 入札参加資格のない者がした入札 

② 入札保証金を納付していない者の入札 

③ 所定の入札書によらない入札 

④ 入札者又は代理人の記名押印のない入札 

⑤ 所定の委任状を提出していない代理人がした入札 

⑥ 入札参加者からの委任状を提出した代理人がした入札で、入札書の記名欄に、

申込人代表者名と代理人名の連記のない入札 

⑦ 入札金額又は申込人代表者名その他主要部分が識別し難い入札及び誤字、脱字

等により意思表示が不明瞭である入札 

⑧ 入札金額を訂正した入札 

⑨ 入札に関し不正な行為により行われた入札 

⑩ その他、この実施要領に定める入札に関する条件に違反した入札 

(6) 開札及び落札者の決定 

開札は入札後、直ちに行い、落札者の決定は、次の方法によるものとします。 

① 有効な入札のうち、最低売却価格以上で、かつ最高金額の入札者を落札者とし

ます。 

② ①に該当する同価格の入札をした者が２以上あるときは、その場において、く

じ引きにより落札者を決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退するこ

とができません。 

(7) 入札結果の公表 

入札結果については、その内容（物件の所在・地番、地目、実測面積、落札額及

び落札者名、入札参加者数）を公表するとともに、一定期間、半田市ホームページ

にも掲載します。 

ただし、個人（事業を営む個人を除く。）が落札された場合、落札者名は「個

人」と表示します。 
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８．売買契約 

(1) 契約の締結 

① 契約締結は、落札後、令和８年３月１３日（金）までの間に半田市が指定する

契約書により行います。 

なお、共有の場合、全員との契約となります。 

② 落札後に申込人以外の者との売買契約へ変更することはできません。 

③ 申込人が共有でない場合、落札後に共有による売買契約へ変更することはでき

ません。 

④ 申込人が共有による場合、落札後に各共有者の持分の変更あるいは共有者を変

更することはできません。 

⑤ 契約書に貼付する印紙、その他契約に要する費用は落札者の負担とします。 

(2) 危険負担 

落札者は、入札物件が現状有姿の売払いであることを理解し、面積その他物件概

要に記載した事項について、実地に符合しないことがあっても、これを理由として

契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、または売買代金の減額等を請求すること

ができないこととします。 

(3) 売買代金の支払方法 

落札者は、次のいずれかの方法で売買代金を、半田市が発行する納入通知書等に

より、納付していただきます。 

① 契約締結と同時に全額を一括で納付する方法 

② 契約締結と同時に契約保証金として売買代金の１０パーセント以上を納付し、

残金（売買代金から契約保証金を差引いた額）を契約の日から３０日以内に一

括で納付する方法 

契約保証金は、売買代金の一部に充当することとさせていただきます。 

この場合、期限までに残金を納付しないときは、契約は無効となり、契約保

証金は半田市に帰属するため還付しません。 

なお、契約保証金には利子を付しません。 

 

９．所有権の移転及び土地の引渡し 

(1) 落札した本件土地の所有権移転は、売買代金を完納した時とします。 
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(2) 本件土地は、現状有姿のまま引き渡すものとし、売買代金完納時に引渡しがあ

ったものとします。 

 

１０．登記手続き 

所有権移転の登記手続は、落札者が関係書類を添えて半田市へ所有権移転登記の嘱

託を請求し、半田市は速やかに所轄法務局に所有権移転登記を嘱託するものとしま

す。 

なお、所轄法務局への登記手続きは、落札者が指名する代理人が行うものとし、登

記完了後に登記完了証及び全部事項証明書の写しを半田市へ提出するものとします。 

また、登記に関する費用は、全て落札者の負担とします。 

 

１１．違約金 

土地売却条件に違反した場合は、売買代金の３０パーセントに相当する額を違約金

として支払っていただきます。なお、売買契約書にはこの旨規定することになりま

す。 

 

１２．その他 

(1) 公租公課等 

落札した物件の所有権移転登記に要する費用は落札者の負担とします。また、売

買代金完納後の土地に対する公租公課等も落札者の負担とします。 

(2) 地域貢献等 

本件土地の開発に当たっては、周辺自治区との良好な関係形成、地域貢献等につ

いて十分配慮いただくようお願いします。 

(3) 土地活用等 

利用予定のない投機目的としての購入はご遠慮いただくとともに、半田市及び当

該土地周辺地域の発展と良好な街づくりのために、周囲との調和に配慮した用途と

して使用することをお願いします。 

(4) 入札執行の延期等 

入札前に、天災その他緊急やむを得ない理由等により、入札を執行することがで

きないと認めるときは、入札の執行を延期し、または取り消すことがあります。な

お、この場合において、入札のために要した費用を半田市に請求することはできま

せん。 
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(5) その他 

入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）その他関係法令及び土地

売買契約書（案）の各条項並びに入札実施要領を熟覧の上、入札に参加してくださ

い。 

また、入札方法等について半田市長から指示事項があった場合は、これを遵守し

てください。 

 

１３．問い合わせ先 

〒475-8666 半田市東洋町２丁目１番地 

半田市 総務部 財政課 

TEL(0569)84-0619(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 
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物  件  概  要 
 

区画番号 １  最低売却価格 １５３，６０７，４００円 

所在地 半田市新野町一丁目８番１，２，君ケ橋町三丁目８４番 

地 積 登記簿 ４，７５５．５９㎡ 実測 ４，７５５．７０㎡ 

地 目 登記簿 
宅地 

雑種地 
現況 

宅地 

雑種地 
土地の状況 更地 

 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

都市計画区域 市街化調整区域 

用途地域 指定なし 

指定建ぺい率 ６０％ 指定容積率 ２００％ 

防火指定 法２２条区域 高度指定 ― 

その他制限 砂防指定地、半田市ふるさと景観計画（自然共生風景地域） 

 

接面道路の状況 東側市道（幅員５．０ｍ） 

私道の負担等 負担の有無 無 負担の内容 ― 

 

供
給
処
理
施
設 

 配管等の状況 照 会 先 

電 気 有 中部電力ﾐﾗｲｽﾞ(株) (0120)921-691 

上水道 有 半田市上水道課 (0569)84-0681 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

下水道 無  

ガ ス 有 東邦ガス㈱   (0570)783-987 

 

特記事項 

・ 侵入防止柵が設置してあります。 

・ 土地の引渡しは、側溝、樹木等存置物がありますが、現状有姿にな

ります。 

・ 雨水側溝は、現在、排水先として使用されてますが、令和８年１月

末日までに切り替え工事を完了させ排水されなくなります。 

・ 新野町一丁目８番１，２は、既存宅地（愛知県開発審査会基準第 

１７号の許可対象）の土地です。（詳細は、半田市建築課建築指導

0569-84-0671 にお問い合わせください。） 

・ 君ケ橋町三丁目８４番は、既存宅地ではありません。 

・ 上水道について引込み管はありません。 
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物  件  概  要 
 

区画番号 ２  最低売却価格 １３４，７９５，８００円 

所在地 半田市新野町一丁目１１番１，君ケ橋町三丁目８２番 

地 積 登記簿 ４，０３３．５４㎡ 実測 ４，０３４．３３㎡ 

地 目 登記簿 
宅地 

雑種地 
現況 

宅地 

雑種地 
土地の状況 更地 

 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

都市計画区域 市街化調整区域 

用途地域 指定なし 

指定建ぺい率 ６０％ 指定容積率 ２００％ 

防火指定 法２２条区域 高度指定 ― 

その他制限 砂防指定地、半田市ふるさと景観計画（自然共生風景地域） 

 

接面道路の状況 
東側市道（幅員６．０ｍ） 

南側市道（幅員７．０ｍ） 

私道の負担等 負担の有無 無 負担の内容 ― 

 

供
給
処
理
施
設 

 配管等の状況 照 会 先 

電 気 有 中部電力ﾐﾗｲｽﾞ(株) (0120)921-691 

上水道 有 半田市上水道課 (0569)84-0681 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

下水道 無  

ガ ス 有 東邦ガス㈱   (0570)783-987 

 

特記事項 

・ 侵入防止柵が設置してあります。 

・ 土地の引渡しは、アスファルト舗装、側溝、中部電力の電柱、樹木

等存置物がありますが、現状有姿になります。 

・ 新野町一丁目１１番１は、既存宅地（愛知県開発審査会基準第１７

号の許可対象）の土地です。（詳細は、半田市建築課建築指導 

0569-84-0671 にお問い合わせください。） 

・ 君ケ橋町三丁目８２番は、既存宅地ではありません。 

・ 上水道について引込み管はありません。 

・ 敷地南西側（新野町一丁目１３番２）において、ガードレールが一

部、南西側隣接地に越境していますので、落札者により撤去が必要

となります。 
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N
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市営君ヶ橋住宅
３・４棟

位置図

愛厚半田の里

 区画番号１

 区画番号２

区画番号１～２
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公　図
区画番号１

新野町一丁目８番１，２
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公　図
区画番号１

君ヶ橋町三丁目８４番
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地積測量図
区画番号１

新野町一丁目８番１
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地積測量図
区画番号１

新野町一丁目８番２
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地積測量図
区画番号１

君ヶ橋町三丁目８４番



 
対象地を東より見る 

 

 
対象地内部の状況 

-19-

現況写真
区画番号１



 
残置物（仮囲い） 

 

 
残置物（仮囲い） 

-20-

区画番号１
現況写真



 
残置物（側溝） 

 

 
残置物（側溝） 
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現況写真
区画番号１



-22-

公　図
区画番号２

新野町一丁目１１番１



-23-

君ヶ橋町三丁目８２番

区画番号２
公　図



-24-

地積測量図
区画番号２

新野町一丁目１１番１
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地積測量図
区画番号２

君ヶ橋町三丁目８２番



 
対象地を東より見る 

 

 
対象地内部の状況 
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現況写真
区画番号２



 
残置物（アスファルト舗装） 

 

 
残置物（側溝） 

-27-

現況写真
区画番号２



 
残置物（仮囲い） 

 

 
残置物（ガードレール・アスファルト舗装） 

-28-

現況写真
区画番号２



様式第１ 

市有土地売払一般競争入札参加申込書 

 

令和  年  月  日 

半 田 市 長  殿 

 

申込人  住 所   

氏名又は名称   

及び代表者名 

電 話 番 号 〈      〉   － 

共有の場合の持分       分の 

 

代理人  住 所   

氏名又は名称  

及び代表者名 

電 話 番 号 〈      〉   － 

 

令和８年２月１３日執行の市有土地売払一般競争入札に参加したいので入

札参加を申込みます。 

区画番号 所在地番（半田市） 現地の状況 地積（㎡） 

１ 

新野町一丁目８番１ 更地 

4,755.70 新野町一丁目８番２ 更地 

君ヶ橋町三丁目８４番 更地 

２ 
新野町一丁目１１番１ 更地 

4,034.33 
君ヶ橋町三丁目８２番 更地 

 

（注意事項） 

 １ 入札に参加する区画番号を〇で囲むこと。 

 ２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

 ３ 申込人が代理人である場合、委任状を添付してください。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

  
（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 
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様式第１ 

市有土地売払一般競争入札参加申込書 

 

令和 ８年 １月１３日 

半 田 市 長  殿 

 

申込人  住 所  半田市東洋町二丁目１番地 

氏名又は名称  半田市不動産㈱ 

及び代表者名  代表取締役 半田太郎 

電 話 番 号 〈 ０５６９ 〉 ２１－３１１１ 

共有の場合の持分      ２分の１ 

 

代理人  住 所  半田市東洋町二丁目２９番 

氏名又は名称  東洋 二郎 

及び代表者名 

電 話 番 号 〈 ０５６９ 〉 ８４－０６９２ 

 

令和８年２月１３日執行の市有土地売払一般競争入札に参加したいので入

札参加を申込みます。 

区画番号 所在地番（半田市） 現地の状況 地積（㎡） 

１ 

新野町一丁目８番１ 更地 

4,755.70 新野町一丁目８番２ 更地 

君ヶ橋町三丁目８４番 更地 

２ 
新野町一丁目１１番１ 更地 

4,034.33 
君ヶ橋町三丁目８２番 更地 

 

（注意事項） 

 １ 入札に参加する区画番号を〇で囲むこと。 

 ２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

 ３ 申込人が代理人である場合、委任状を添付してください。 

記入例 

委任状（様式第２）・誓約書

（様式第３）は、同じ日付を

記入してください。 

住民票又は法人の履歴事項全部証明

書若しくは法人登記簿謄本と一致さ

せてください。 

電話番号は必ず記入してください。 

共有の場合のみ、持分を記入してく

ださい。 

代理人の場合、委任状（様式第２）

の内容と一致させてください。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

半田市東洋町二丁目２番地 半田 花子 
（０５６９） 

８４－０６１９ 
２分の１ 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 

住民票又は法人の履歴事項全部証明書若しく

は法人登記簿謄本と一致させてください。 

電話番号は必ず記入してください。 

共有の場合は持分を記入し、持分残がないよ

う注意してください。 
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様式第２ 

委   任   状 

 

   代理人  住 所 

 

氏 名 

 

   私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

   次の物件に係る市有土地売払一般競争入札に関する一切の権限 

区画番号 所在地番（半田市） 現地の状況 地積（㎡） 

１ 

新野町一丁目８番１ 更地 

4,755.70 新野町一丁目８番２ 更地 

君ヶ橋町三丁目８４番 更地 

２ 
新野町一丁目１１番１ 更地 

4,034.33 
君ヶ橋町三丁目８２番 更地 

 

 

令和  年  月  日 

 

半 田 市 長  殿 

 

委任者   住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名 

電 話 番 号  〈    〉   － 

共有の場合の持分      分の 

 

（注意事項） 

１ 入札に参加する区画番号を〇で囲むこと。 

２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記 

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

  
（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 
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様式第２ 

委   任   状 

 

   代理人  住 所  半田市東洋町二丁目２９番地 

 

氏 名  東洋 二郎 

 

   私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

   次の物件に係る市有土地売払一般競争入札に関する一切の権限 

区画番号 所在地番（半田市） 現地の状況 地積（㎡） 

１ 

新野町一丁目８番１ 更地 

4,755.70 新野町一丁目８番２ 更地 

君ヶ橋町三丁目８４番 更地 

２ 
新野町一丁目１１番１ 更地 

4,034.33 
君ヶ橋町三丁目８２番 更地 

 

 

令和 ８年 １月１３日 

 

半 田 市 長  殿 

 

委任者   住 所  半田市東洋町二丁目１番地 

氏名又は名称  半田市不動産㈱ 

及び代表者名  代表取締役 半田太郎 

電 話 番 号  〈０５６９〉 ２１－３１１１ 

共有の場合の持分     ２分の１ 

 

（注意事項） 

１ 入札に参加する区画番号を〇で囲むこと。 

２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記 

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

記入例 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

半田市東洋町二丁目２番地 半田 花子 
（０５６９） 

８４－０６１９ 
２分の１ 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 

住民票又は法人の履歴事項全部証明書若しくは

法人登記簿謄本と一致させてください。 

電話番号は必ず記入してください。 

共有の場合は持分を記入し、持分残がないよう

注意してください。 
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様式第３ 

誓   約   書 

 

 

 

  下記事項について、誓約いたします。 

 

記 

 

入札参加者の資格要件を満たしていることを誓約いたします。 

また、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が

行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 

 

 

令和  年  月  日 

 

半 田 市 長  殿 

 

申込人   住 所 

氏名又は名称 

及び代表者名 

共有の場合の持分       分の 

 

（注意事項） 

 １ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記 

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

  
（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 
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様式第３ 

誓   約   書 

 

 

 

  下記事項について、誓約いたします。 

 

記 

 

入札参加者の資格要件を満たしていることを誓約いたします。 

また、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が

行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 

 

 

令和 ８年 １月１３日 

 

半 田 市 長  殿 

 

申込人   住 所  半田市東洋町二丁目１番地 

氏名又は名称  半田市不動産㈱ 

及び代表者名  代表取締役 半田太郎 

共有の場合の持分      ２分の１ 

 

（注意事項） 

 １ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記 

入し、裏面に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

  

記入例 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 
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複数による申込（共有）を希望する場合 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

半田市東洋町二丁目２番地 半田 花子 
（０５６９） 

８４－０６１９ 
２分の１ 

 

 

 （    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 
 

 

（    ） 

   － 
分の 

 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 

住民票又は法人の履歴事項全部証明書若しく

は法人登記簿謄本と一致させてください。 

電話番号は必ず記入してください。 

共有の場合は持分を記入し、持分残がないよ

う注意してください。 
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様式第４ 

市有土地売払一般競争入札参加申込受付証 

 

令和  年  月  日 

 

申込人  住    所 

氏名又は名称 

及び代表者名                    殿 

 

代理人  住    所 

氏名又は名称 

及び代表者名                    殿 

 

半田市長  久 世 孝 宏  

 

令和８年２月１３日執行の市有土地売払一般競争入札への参加申込を受け

付けました。 

区画番号 所在地番（半田市） 現地の状況 地積（㎡） 

１ 

新野町一丁目８番１ 更地 

4,755.70 新野町一丁目８番２ 更地 

君ヶ橋町三丁目８４番 更地 

２ 
新野町一丁目１１番１ 更地 

4,034.33 
君ヶ橋町三丁目８２番 更地 

※ なお、入札参加は区画番号に○印の物件です。 

 

 

 

受付年月日 受付番号 
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様式第５ 

入  札  書 

 

令和  年  月  日 

半 田 市 長  殿 

 

申込人代表者  住    所   

氏名又は名称   

及び代表者名                  実印 

電 話 番 号   〈      〉   － 

共有の場合の持分        分の 

 

代理人  住        所   

氏名又は名称   

及び代表者名                  印 

電 話 番 号   〈     〉   －     

 

下記の金額をもって入札します。 

記 

入札金額 

 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱 
 

          円 

 

区画番号 所 在 地 番（半田市） 

    町  丁目   番 

 
（注意事項） 

１ 入札する区画番号及び所在地番を記入すること。 

２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記入し、裏面

に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

３ 金額の数字は算用数字を用い、頭に「金」又は「￥」を記入すること。 
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複数による入札（共有）を希望する場合 

 

 

 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 
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様式第５ 

入  札  書 

 

令和 ８年 ２月１３日 

半 田 市 長  殿 

 

申込人代表者  住    所  半田市東洋町二丁目１番地 

氏名又は名称  半田市不動産㈱ 

及び代表者名  代表取締役 半田太郎    実印 

電 話 番 号   〈 ０５６９ 〉 ２１－３１１１ 

共有の場合の持分       ２分の１ 

 

代理人  住        所  半田市東洋町二丁目２９番 

氏名又は名称  東洋 二郎 

及び代表者名                  印 

電 話 番 号   〈 ０５６９ 〉 ８４－０６９２ 

 

下記の金額をもって入札します。 

記 

入札金額 

 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱 
 

金 １ ６ ０ ,０ ０ ０ ,０ ０ ０ 円 

 

区画番号 所 在 地 番（半田市） 

１  新野町 一丁目 ８番１ 他 

 
（注意事項） 

１ 入札する区画番号及び所在地番を記入すること。 

２ 複数による申込（共有）を希望する場合のみ、共有の場合の持分を記入し、裏面

に共有の場合の代表者以外の氏名等を明記してください。 

３ 金額の数字は算用数字を用い、頭に「金」又は「￥」を記入すること。 

記入例 

半
田 

印鑑登録された実印を

押印してください。 

東
洋 

代理人の印鑑を押印してください。 

市有土地売払申込書兼受付書

（様式第１）と一致させてく

ださい。 
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複数による入札（共有）を希望する場合 

 

 

 

 

住     所 

氏名又は 

法人の名称及び 

代表者名 

電話番号 持 分 

半田市東洋町二丁目２番地 半田 花子 
（０５６９） 

８４－０６１９ 
２分の１ 

 

実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

 実印 
（    ） 

   － 
分の 

住民票又は法人の履歴事項全部証明書若しくは

法人登記簿謄本と一致させてください。 

電話番号は必ず記入してください。 

共有の場合は持分を記入し、持分残がないよう

注意してください。 

共有者の印鑑登録された実印

を押印してください。 
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土 地 売 買 契 約 書（案）(一括支払) 

 

 売払人半田市（以下「甲」という。）と買受人〔※ 落札者 〕（以下「乙」とい

う。）とは、次の条項により土地の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲は、末尾表示の売買物件を次条の売買代金で現状有姿のまま乙に売り渡

し、乙は、これを買い取るものとする。  

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金〔※ 売払金額 〕円とする。 

（代金の支払） 

第４条 乙は、この契約締結と同時に、前条の売買代金を甲に支払わなければならな

い。 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転するものとす

る。 

（登記の嘱託） 

第６条 前条の規定により所有権が移転した後、乙は、甲に対し所有権移転登記の嘱

託を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所轄法務局に所有権移転登

記を嘱託するものとする。この場合、登録免許税その他これに要する費用は乙の負

担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲、乙両者は、売買物件の所有権が移転した後、甲、乙両者が定める日に売

買物件の所在する場所において甲、乙立会の上、現状有姿で引渡しを行い、乙は、

当該物件の受領書を甲に提出するものとする。 

（危険負担） 

第８条 この契約締結の時から前条の規定により売買物件を乙に引渡すまでの間にお

いて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めに帰すことのできない

事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、この契約の

履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、この契約の解除を請

求することができる。また、乙は、この契約が解除されるまでの間、売買代金の支

払いを拒むことができる。 

２ 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であ

っても、修補することによりこの契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件

を修補して乙に引渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡
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しがこの契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期

について異議を述べることはできない。 

３ 第１項の請求により、この契約が解除された場合、甲は、乙に対し受領済みの売

買代金を無利息で速やかに返還するものとする。 

（契約不適合） 

第９条 乙は、この契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求又は契約の解除の請求をすることができない。 

（使用等の禁止） 

第１０条 乙は、本契約締結の日から１０年間、売買物件を次の各号に定める用途に

供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、

若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するもの 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、前条に定める使用等の禁止に関し、必要があると認めるときは、乙

に対し、物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること

ができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなけ

ればならない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１２条 乙は、第１０条に定める義務に違反したときは、金〔※ 売払金額の３０

パーセントの金額〕円を、違約金として甲に対し支払わなければならない。 

２ 乙は、前条第３項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、金〔※ 売払金額の１０パーセント

の金額〕円を、違約金として甲に対し支払わなければならない。 

３ 前２項の違約金は、第１６条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその

一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除す

ることができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ
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とができる。 

(1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあ

っては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっ

ては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその

者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員で

はないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関

係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下

「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

(2) 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経

営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると

認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であること

を知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（現状回復及び返還金等） 

第１５条 乙は、甲が第１３条及び第１４条の規定により解除権を行使したときは、

甲の指定する期日までに売買物件を現状に回復して返還しなければならない。ただ

し、甲が売買物件を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のま

ま返還することができる。  

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日まで

に当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、第１３条及び第１４条の規定により解除権を行使したときは、収納済みの

売買代金を乙に返還する。ただし、当該返還金には、利子を付さない。 

４ 甲は、第１３条及び第１４条の規定により解除権を行使したときは、乙が支出し

た一切の費用は償還しない。 

（損害賠償） 

第１６条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、

その損害を請求することができる。 

（返還金の相殺） 
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第１７条 甲は、第１５条第３項の規定により売買代金を返還する場合において、乙

が前条に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又

は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１８条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担と

する。 

（近隣住民等への配慮） 

第１９条 乙は、売買物件引渡し以降においては、十分な誠意をもって本物件を管理

し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第２０条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２１条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本件土地の所在地を管轄する裁判

所とする。 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和   年   月   日 

 

 

甲 売払人  半田市東洋町二丁目１番地 

                半田市 

                代表者 半田市長 久 世 孝 宏   印 

 

乙 買受人  住所 

〔※ 落札者 〕 

氏名                 印 

 

売買物件（土地）の表示 

所在地番 地 目 登記面積(㎡) 実測面積(㎡) 

半田市○○町○○丁目○○番〇    
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土 地 売 買 契 約 書（案）(契約保証金) 

 

 売払人半田市（以下「甲」という。）と買受人〔※ 落札者 〕（以下「乙」とい

う。）とは、次の条項により土地の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲は、末尾表示の売買物件を次条の売買代金で現状有姿のまま乙に売り渡

し、乙は、これを買い取るものとする。  

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金〔※ 売払金額 〕円とする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金〔※ 売払金額の１０パ

ーセント以上の金額〕円を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈し

ない。 

３ 第１項の契約保証金には、利子を付さない。 

４ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を

売買代金に充当するものとする。 

５ 乙が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は、甲

に帰属するものとする。 

（売買代金の支払方法） 

第５条 乙は、第３条の売買代金から前条第１項の契約保証金を控除した金額〔※ 

売払金額から契約保証金を差引いた金額〕円をこの契約締結後３０日以内に甲に支

払わなければならない。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転するものとす

る。 

（登記の嘱託） 

第７条 前条の規定により所有権が移転した後、乙は、甲に対し所有権移転登記の嘱

託を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所轄法務局に所有権移転登

記を嘱託するものとする。この場合、登録免許税その他これに要する費用は乙の負

担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 甲、乙両者は、売買物件の所有権が移転した後、甲、乙両者が定める日に売

買物件の所在する場所において甲、乙立会の上、現状有姿で引渡しを行い、乙は、
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当該物件の受領書を甲に提出するものとする。 

（危険負担） 

第９条 この契約締結の時から前条の規定により売買物件を乙に引渡すまでの間にお

いて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めに帰すことのできない

事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、この契約の

履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、この契約の解除を請

求することができる。また、乙は、この契約が解除されるまでの間、売買代金の支

払いを拒むことができる。 

２ 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であ

っても、修補することによりこの契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件

を修補して乙に引渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡

しがこの契約に定める引渡しのときを超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延

期について異議を述べることはできない。 

３ 第１項の請求により、この契約が解除された場合、甲は、乙に対し受領済の売買

代金を無利息で速やかに返還するものとする。 

（契約不適合） 

第１０条 乙は、この契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内

容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠

償の請求又は契約の解除の請求をすることができない。 

（使用等の禁止） 

第１１条 乙は、本契約締結の日から１０年間、売買物件を次の各号に定める用途に

供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、

若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するもの 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業 

（実地調査等） 

第１２条 甲は、前条に定める使用等の禁止に関し、必要があると認めるときは、乙

に対し、物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること

ができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなけ

ればならない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１３条 乙は、第１１条に定める義務に違反したときは、金〔※ 売払金額の３０

-52-



パーセントの金額〕円を、違約金として甲に対し支払わなければならない。 

２ 乙は、前条第３項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、金〔※ 売払金額の１０パーセント

の金額〕円を、違約金として甲に対し支払わなければならない。 

３ 前２項の違約金は、第１７条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその

一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１４条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除す

ることができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 

(1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあ

っては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっ

ては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその

者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員で

はないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関

係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下

「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

(2) 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経

営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると

認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であること

を知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（現状回復及び返還金等） 

第１６条 乙は、甲が第１４条及び第１５条の規定により解除権を行使したときは、

甲の指定する期日までに売買物件を現状に回復して返還しなければならない。ただ

し、甲が売買物件を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のま
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ま返還することができる。  

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日まで

に当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、第１４条及び第１５条の規定により解除権を行使したときは、収納済みの

売買代金を乙に返還する。ただし、当該返還金には、利子を付さない。 

４ 甲は、第１４条及び第１５条の規定により解除権を行使したときは、乙が支出し

た一切の費用は償還しない。 

（損害賠償） 

第１７条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、

その損害を請求することができる。 

（返還金の相殺） 

第１８条 甲は、第１６条第３項の規定により売買代金を返還する場合において、乙

が前条に定める損害賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又

は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１９条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担と

する。 

（近隣住民等への配慮） 

第２０条 乙は、売買物件引渡し以降においては、十分な誠意をもって本物件を管理

し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第２１条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２２条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本件土地の所在地を管轄する裁判

所とする。 
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この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和   年   月   日 

 

 

甲 売払人  半田市東洋町二丁目１番地 

                半田市 

                代表者 半田市長 久 世 孝 宏   印 

 

乙 買受人  住所 

                     〔※ 落札者 〕  

                氏名                 印 

 

売買物件（土地）の表示 

所在地番 地 目 登記面積(㎡) 実測面積(㎡) 

半田市○○町○○丁目○○番〇    
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